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保有個人情報の開示をする決定をした場合の開示手続の統一を図

るよう求めることについて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要   旨  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和５年４月１日に個人情報保護制度が統合され、新潟市個人情

報の保護に関する法律施行条例が施行されました。これに伴い、新

潟市個人情報の保護に関する事務取扱要領も４月１日に施行され

ています。開示手続が処分庁によってばらばらであり、事務取扱要

領を遵守した取扱いを求めます。 

保有個人情報の開示をする旨の決定について（通知）を送付する

際、納入通知書兼領収証書、保有個人情報の開示の実施方法等申出

書を同封する所属と、全く同封しない所属があります。また、保有

個人情報の開示の実施方法等申出書の提出を受けてから、納入通知

書兼領収証書を送付する所属があります。さらに、保有個人情報の

開示の実施方法等申出書の提出がなければ、開示できないとする所

属もあります。このような措置では、どのように対応したらよいの

か分かりません。 

以上のことから、次のことを求め陳情いたします。 

 

記 

 
１ 情報開示に伴う手続の統一を図ること。 

 
２ 事務取扱要領を熟知すること。  
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